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そ
の
他
の
制
度
は
制
限
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ　
コ
ロ
ナ
禍
で
活
用
で
き
る
制
度
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ　
コ
ロ
ナ
禍
で
活
用
し
て
も
ら
う
た
め
に
新

た
に
設
計
さ
れ
た
も
の
と
、
コ
ロ
ナ
禍
を
踏
ま

え
て
既
存
制
度
を
拡
充
し
た
も
の
、
大
き
く
２

種
類
が
あ
り
ま
す
（
表
２
参
照
）。

　
例
え
ば
、
政
府
系
金
融
機
関
に
よ
る
「
実
質

無
利
子
（
当
初
３
年
間
）・
無
担
保
融
資
」
は
、

コ
ロ
ナ
禍
を
き
っ
か
け
に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
、

諸
条
件
を
満
た
せ
ば
審
査
を
経
て
、
融
資
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
補
助
金
も
同
様
に
、

持
続
化
補
助
金
や
Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金
の
新
た
な

枠
組
み
「
低
感
染
リ
ス
ク
型
ビ
ジ
ネ
ス
枠
」
や
、

企
業
の
事
業
転
換
・
業
種
転
換
を
対
象
と
し
た

「
事
業
再
構
築
補
助
金
」
な
ど
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の

経
済
社
会
変
化
へ
の
対
応
を
意
識
し
た
制
度
設

計
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ　
各
制
度
の
活
用
に
あ
た
っ
て
、

留
意
点
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ　
主
な
留
意
点
は
次
の
３
点
で
す
。

①
適
正
な
見
積
も
り
、
金
額
で
申
請

　
最
近
、
補
助
金
等
の
虚
偽
申
請
に
よ
る
不
正

受
給
や
、
必
要
資
金
の
見
積
も
り
が
甘
か
っ
た

た
め
に
、
数
カ
月
後
に
再
度
融
資
の
申
し
込
み

を
す
る
と
い
っ
た
例
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
必
ず

資
金
計
画
を
慎
重
に
作
成
し
た
上
で
、
適
正
な

見
積
も
り
、
金
額
で
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

②
課
税
関
係

　
補
助
金
、
助
成
金
、
給
付
金
は
、
各
制
度
に

よ
っ
て
税
務
上
の
取
り
扱
い
が
異
な
り
ま
す
。

資
金
繰
り
面
で
も
注
意
が
必
要
で
す
の
で
、
必

ず
課
税
の
有
無
を
事
前
に
確
認
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

③
受
給
時
期

　
補
助
金
、
助
成
金
、
給
付
金
は
、
交
付
が
決

定
さ
れ
て
も
受
給
す
る
ま
で
に
数
カ
月
の
期
間

を
要
し
ま
す
。
必
ず
自
社
の
資
金
繰
り
の
状
況

を
事
前
に
確
認
し
、
そ
の
間
の
資
金
を
手
当
て

し
た
上
で
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
回
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
各
支
援
制
度
に

よ
っ
て
詳
細
が
異
な
り
ま
す
。
仙
台
商
工
会
議

所
な
ど
の
公
的
相
談
窓
口
や
、
各
制
度
の
対
応

窓
口
お
よ
び
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
等
で
事
前
に
情

報
収
集
し
、
資
金
繰
り
計
画
を
立
て
た
上
で
、

制
度
の
活
用
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

 

誌上相談室 Q＆A　新型コロナウイルス感染症の長期的な
流行により、多くの事業者が売り上げ、費
用において大きな影響を受けています。こ
のことが企業の資金繰りに大きく影響し、
さらには回復のめどが立ちづらいという
状況に置かれています。
　こうした状況を少しでも改善する施策と
して、資金繰り支援制度の活用が挙げられ
ます。今回は、各支援制度の違いや活用の
際の留意点等について解説します。
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【テーマ】

資金繰りの改善につながる
支援制度の
違いや留意点を確認しよう！

Ｑ　
「
融
資
」「
補
助
金
」「
助
成
金
」「
給
付
金
」

の
違
い
は
ど
う
い
っ
た
点
で
す
か
？

Ａ　
「
①
返
済
義
務
」「
②
審
査
」「
③
資
金
使
途

の
制
限
」
の
切
り
口
で
考
え
る
と
理
解
し
や
す

い
で
し
ょ
う
（
表
１
参
照
）。

①
返
済
義
務

　
融
資
の
み
、
借
入
先
の
金
融
機
関
へ
の
返
済

義
務
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
の
制
度
は
返
済
義

務
が
あ
り
ま
せ
ん
。

②
審
査

　
融
資
、
補
助
金
は
審
査
が
あ
り
ま
す
。
助
成

金
、
給
付
金
は
、
要
件
を
満
た
す
必
要
は
あ
り

ま
す
が
、一
部
を
除
い
て
審
査
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
資
金
使
途
の
制
限

　

給
付
金
の
み
細
か
な
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。

※１　受給時の条件に違反した場合、返還の義務が生じます。
※２　研究開発費に交付される助成金もあります。その多くは審査を経て交付されています。
※３　家賃支払いのための家賃支援給付金（２０２１年２月事業終了）など、例外もあります。

表１．各支援制度の違い

表２．コロナ禍で活用できる主な制度
　　（カッコ内は対応窓口：2021年6月25日時点）

融資 補助金 助成金 給付金
ひと言で
言うと？

お金を
借りること

国や自治体の政策（助成金の場合は主に雇用
政策）に基づいて、お金を交付してもらうこと

返済義務 あり なし※１

審査 あり
なし

（要件を満たす
必要あり）※２

なし
（要件を満たす

必要あり）

資金使途
の制限 原則あり あり 細かな

制限はない※3

・新型コロナウイルス感染症特別貸付：実質無利子・無担保の融資制度
 （日本政策金融公庫、商工中金）

・持続化補助金（小規模事業者持続化補助金コールセンター）
・IT導入補助金（サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業コールセンター）
・事業再構築補助金（事業再構築補助金事務局）

・雇用調整助成金（都道府県労働局またはハローワーク）
・トライアル雇用助成金（都道府県労働局またはハローワーク）

・月次支援金（月次支援金事務局相談窓口）

融資

補助金

助成金

給付金

※その他の支援制度は、仙台商工会議所のホームページでご確認ください。


